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令 和 ２ 年 ９ 月 ２ ５ 日 

海事局 海洋・環境政策課 

総合政策局 海洋政策課 

「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の 

一部を改正する政令」を閣議決定 

 

１．背景 

海洋汚染防止条約（マルポール条約）附属書Ⅵ（船舶による大気汚染の防止のため

の規則）では、原動機から発生する窒素酸化物の放出量に係る基準について、特別の

基準を適用する海域として、北米海域及び米国カリブ海海域を定めています。 

今般、国際海事機関において同条約附属書Ⅵの改正案が採択され、当該海域にバル

ティック海海域及び北海海域が追加されたことを受け、我が国においても当該改正内

容を担保するため、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令（昭和 46 年

政令第 201 号）について所要の改正を行います。 

２．概要 

（１）特別の基準を適用する海域の追加（バルティック海海域及び北海海域） 

原動機から発生する窒素酸化物の放出量に係る特別の基準を適用する海域とし

て、バルティック海海域及び北海海域を追加します。 

（２）北海海域の範囲修正 

船舶において使用する燃料油の品質の基準について、特別の基準を適用する海域

である北海海域の範囲を修正します。 

３．スケジュール 

  公 布： 令和２年 ９月３０日（水） 

  施 行： 令和２年１０月 １日（木） 

 

 ＜問合せ先＞ 

（１）関係 海事局 海洋・環境政策課 岩城、髙橋 

代表：03-5253-8111（内線 43-923、44-178） 

直通：03-5253-8118 FAX：03-5253-1644 

（２）関係 総合政策局 海洋政策課 橘、堀之内 

代表：03-5253-8111（内線 24-352、24-365） 

直通：03-5253-8266 FAX:03-5253-1549 

 

本日、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」

が閣議決定されました。 

本改正により、船舶に設置される原動機から発生する窒素酸化物の放出量に係る特

別の基準が適用される海域に、バルティック海海域及び北海海域が追加されます。 

 


